
ＫＣＮ ケーブルプラスＳＴＢサービス・ＫＣＮ ケーブルプラスＳＴＢ－２サービス利用規約　新旧対照表

旧 新

第６条（ケーブルプラスＳＴＢサービスの提供条件）
ケーブルプラスＳＴＢサービスの利用にあたっては、事前にデ
ジタルテレビサービス（地デジスーパーコース以上（Ｐタイプ
を除きます。））の加入契約を締結し、かつインターネット
サービス（ＫＣＮ光１００メガ・ＫＣＮ光１ギガ・ＫＣＮ光５
ギガ・ＫＣＮ光１０ギガ・ＫＣＮマンション１６０・ＫＣＮマ
ンション３２０・ＫＣＮマンション光ＬＡＮ（Ａプラン）・Ｋ
ＣＮマンション光ＬＡＮ（Ｂプラン）・ＫＣＮマンション光１
Ｇ・ＫＣＮ光ハートフルプラン・ＫＣＮマンションハートフル
プラン・Ｋブロード１６０とく割・Ｋブロード１６０・Ｋブ
ロード光１００メガプレミアムとく割・Ｋブロード光１００メ
ガプレミアム・Ｋブロード光３００メガプレミアムとく割・Ｋ
ブロード光３００メガプレミアム・Ｋブロード光１Ｇ（ギガ）
とく割・Ｋブロード光１Ｇ（ギガ）・Ｋブロード光１０Ｇ・Ｋ
ブロードマンションプレミアム１６０とく割・Ｋブロードマン
ションプレミアム１６０・Ｋブロードマンションプレミアム３
２０とく割・Ｋブロードマンションプレミアム３２０・Ｋブ
ロード光ＬＡＮマンションタイプ・Ｋブロード光ＬＡＮマン
ションタイプＢプラン・Ｋブロードマンションプレミアム光１
Ｇ（ギガ））のいずれかの契約を締結していること、または
ケーブルプラスＳＴＢサービスの申込みと同時に締結すること
が必要となります。なお、ケーブルプラスＳＴＢサービスの申
込みは、テレビ約款、インターネット約款および本規約を承諾
し、別に定める加入契約書に所要事項を記入捺印の上、当社に
申し込むものとします。所要事項の記入は正確に事実を記入す
るものとし、理由の如何にかかわらず虚偽の記入をしてはなら
ないものとします。
（略）

第６条（ケーブルプラスＳＴＢサービスの提供条件）
ケーブルプラスＳＴＢサービスの利用にあたっては、事前にデ
ジタルテレビサービス（地デジスーパーコース以上）の加入契
約を締結し、かつインターネットサービス（ＫＣＮ光１００メ
ガ・ＫＣＮ光１ギガ・ＫＣＮ光５ギガ・ＫＣＮ光１０ギガ・Ｋ
ＣＮマンション１６０・ＫＣＮマンション３２０・ＫＣＮマン
ション光ＬＡＮ（Ａプラン）・ＫＣＮマンション光ＬＡＮ（Ｂ
プラン）・ＫＣＮマンション光１Ｇ・ＫＣＮ光ハートフルプラ
ン・ＫＣＮマンションハートフルプラン・Ｋブロード１６０と
く割・Ｋブロード１６０・Ｋブロード光１００メガプレミアム
とく割・Ｋブロード光１００メガプレミアム・Ｋブロード光３
００メガプレミアムとく割・Ｋブロード光３００メガプレミア
ム・Ｋブロード光１Ｇ（ギガ）とく割・Ｋブロード光１Ｇ（ギ
ガ）・Ｋブロード光１０Ｇ・Ｋブロードマンションプレミアム
１６０とく割・Ｋブロードマンションプレミアム１６０・Ｋブ
ロードマンションプレミアム３２０とく割・Ｋブロードマン
ションプレミアム３２０・Ｋブロード光ＬＡＮマンションタイ
プ・Ｋブロード光ＬＡＮマンションタイプＢプラン・Ｋブロー
ドマンションプレミアム光１Ｇ（ギガ））のいずれかの契約を
締結していること、またはケーブルプラスＳＴＢサービスの申
込みと同時に締結することが必要となります。なお、ケーブル
プラスＳＴＢサービスの申込みは、テレビ約款、インターネッ
ト約款および本規約を承諾し、別に定める加入契約書に所要事
項を記入捺印の上、当社に申し込むものとします。所要事項の
記入は正確に事実を記入するものとし、理由の如何にかかわら
ず虚偽の記入をしてはならないものとします。
（略）

第２条（用語の定義）
この規約において使用する用語の意味は、テレビ約款およびイ
ンターネット約款で使用する用語に従うほか、それぞれ次の意
味で使用します。

第２条（用語の定義）
この規約において使用する用語の意味は、テレビ約款およびイ
ンターネット約款で使用する用語に従うほか、それぞれ次の意
味で使用します。

第１条（総則）
近鉄ケーブルネットワーク株式会社（以下「当社」という。）
は、当社が別に定めるデジタルテレビ約款（以下「テレビ約
款」という。）およびインターネット約款、ならびにこの「Ｋ
ＣＮ ケーブルプラスＳＴＢサービス・ＫＣＮ ケーブルプラス
ＳＴＢ－２サービス利用規約」（以下「本規約」という。）に
基づき、テレビ約款とインターネット約款で定めるサービスに
関する附帯サービスとしてＫＣＮ ケーブルプラスＳＴＢサー
ビス・ＫＣＮ ケーブルプラスＳＴＢ－２サービスを提供しま
す。

第１条（総則）
近鉄ケーブルネットワーク株式会社（以下「当社」といいま
す。）は、当社が別に定めるデジタルテレビ約款（以下「テレ
ビ約款」といいます。）およびインターネット約款、ならびに
この「ＫＣＮ ケーブルプラスＳＴＢサービス・ＫＣＮ ケーブ
ルプラスＳＴＢ－２サービス利用規約」（以下「本規約」とい
います。）に基づき、テレビ約款とインターネット約款で定め
るサービスに関する附帯サービスとしてＫＣＮ ケーブルプラ
スＳＴＢサービス・ＫＣＮ ケーブルプラスＳＴＢ－２サービ
スを提供します。
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第１０条（ケーブルプラスＳＴＢサービスの停止および解除）
（略）
２．加入者が、デジタルテレビサービス（地デジスーパーコー
ス以上）またはインターネットサービス（ＫＣＮ光１００メ
ガ・ＫＣＮ光１ギガ・ＫＣＮ光５ギガ・ＫＣＮ光１０ギガ・Ｋ
ＣＮマンション１６０・ＫＣＮマンション３２０・ＫＣＮマン
ション光ＬＡＮ（Ａプラン）・ＫＣＮマンション光ＬＡＮ（Ｂ
プラン）・ＫＣＮマンション光１Ｇ・ＫＣＮハートフルプラ
ン・ＫＣＮマンションハートフルプラン・Ｋブロード１６０と
く割・Ｋブロード１６０・Ｋブロード光１００メガプレミアム
とく割・Ｋブロード光１００メガプレミアム・Ｋブロード光３
００メガプレミアムとく割・Ｋブロード光３００メガプレミア
ム・Ｋブロード光１Ｇ（ギガ）とく割・Ｋブロード光１Ｇ（ギ
ガ）・Ｋブロード光１０Ｇ・Ｋブロードマンションプレミアム
１６０とく割・Ｋブロードマンションプレミアム１６０・Ｋブ
ロードマンションプレミアム３２０とく割・Ｋブロードマン
ションプレミアム３２０・Ｋブロード光ＬＡＮマンションタイ
プ・Ｋブロード光ＬＡＮマンションタイプＢプラン・Ｋブロー
ドマンションプレミアム光１Ｇ（ギガ））のいずれかのサービ
スを解約またはそれ以外のサービスに変更したときは、ケーブ
ルプラスＳＴＢサービスも同時に解約するものとします。
（略）

第１０条（ケーブルプラスＳＴＢサービスの停止および解除）
（略）
２．加入者が、デジタルテレビサービス（地デジスーパーコー
ス以上（Ｐタイプを除きます。））またはインターネットサー
ビス（ＫＣＮ光１００メガ・ＫＣＮ光１ギガ・ＫＣＮ光５ギ
ガ・ＫＣＮ光１０ギガ・ＫＣＮマンション１６０・ＫＣＮマン
ション３２０・ＫＣＮマンション光ＬＡＮ（Ａプラン）・ＫＣ
Ｎマンション光ＬＡＮ（Ｂプラン）・ＫＣＮマンション光１
Ｇ・ＫＣＮハートフルプラン・ＫＣＮマンションハートフルプ
ラン・Ｋブロード１６０とく割・Ｋブロード１６０・Ｋブロー
ド光１００メガプレミアムとく割・Ｋブロード光１００メガプ
レミアム・Ｋブロード光３００メガプレミアムとく割・Ｋブ
ロード光３００メガプレミアム・Ｋブロード光１Ｇ（ギガ）と
く割・Ｋブロード光１Ｇ（ギガ）・Ｋブロード光１０Ｇ・Ｋブ
ロードマンションプレミアム１６０とく割・Ｋブロードマン
ションプレミアム１６０・Ｋブロードマンションプレミアム３
２０とく割・Ｋブロードマンションプレミアム３２０・Ｋブ
ロード光ＬＡＮマンションタイプ・Ｋブロード光ＬＡＮマン
ションタイプＢプラン・Ｋブロードマンションプレミアム光１
Ｇ（ギガ））のいずれかのサービスを解約またはそれ以外の
サービスに変更したときは、ケーブルプラスＳＴＢサービスも
同時に解約するものとします。
（略）

第７条（ケーブルプラスＳＴＢサービスの料金）
加入者は、別表に定める料金表に従ってケーブルプラスＳＴＢ
サービスの利用料を支払うものとします。
２．加入者は、加入者の責めによらない事由により、ケーブル
プラスＳＴＢの利用ができない状態が発生した場合において
も、第４条に定めるコンテンツは、提携事業者が定める規約に
より利用料の支払いを要します。
３．当社は、ケーブルプラスＳＴＢサービスの料金を変更する
ことがあります。
４．支払方法その他については、テレビ約款、インターネット
約款に基づいて取り扱います。

第７条（ケーブルプラスＳＴＢサービスの料金）
加入者は、別表に定める料金表に従ってケーブルプラスＳＴＢ
サービスの利用料を支払うものとします。
２．加入者は、加入者の責めによらない事由により、ケーブル
プラスＳＴＢの利用ができない状態が発生した場合において
も、第４条（提供するサービス）に定めるコンテンツは、提携
事業者が定める規約により利用料の支払いを要します。
３．当社は、ケーブルプラスＳＴＢサービスの料金を変更する
ことがあります。
４．料金支払い方法その他については、テレビ約款、インター
ネット約款に基づいて取り扱います。

第８条（責任の制限）
（略）
３．当社は、ケーブルプラスＳＴＢサービスの利用により発生
した加入者と第三者間に生じた損害（第４条第１項の提携事業
者によるコンテンツにより生じた損害を含む。）、およびケー
ブルプラスＳＴＢを利用できなかったことにより発生した加入
者と第三者との間に生じた損害に対し、いかなる責任も負わな
いものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
（略）

第８条（責任の制限）
（略）
３．当社は、ケーブルプラスＳＴＢサービスの利用により発生
した加入者と第三者間に生じた損害（第４条（提供するサービ
ス）第１項の提携事業者によるコンテンツにより生じた損害を
含みます。）、およびケーブルプラスＳＴＢを利用できなかっ
たことにより発生した加入者と第三者との間に生じた損害に対
し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負
わないものとします。
（略）

第９条（免責）
（略）
（４）第４条第１項（２）①に規定するセキュリティソフト
ウェアの不具合が発生した場合。また、そのセキュリティソフ
トウェアの動作不良等により損害が発生した場合
（略）
３．加入者は、当社が必要に応じて行う場合がある機器等の交
換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとし
ます。また、当社から貸与しているケーブルプラスＳＴＢ（ａ
ｕ ＩＤ提供）の使用状況は、設備の保持、維持、向上を目的
とし、個別の識別、特定ができないように加工した統計資料と
したうえで、「ａｕ ＩＤ」を発行しているＫＤＤＩ株式会社
へ提供するものとします。

第９条（免責）
（略）
（４）第４条（提供するサービス）第１項（２）①に規定する
セキュリティソフトウェアの不具合が発生した場合。また、そ
のセキュリティソフトウェアの動作不良等により損害が発生し
た場合
（略）
３．加入者は、当社が必要に応じて行う場合がある機器等の交
換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとし
ます。また、当社から貸与しているケーブルプラスＳＴＢの使
用状況は、設備の保持、維持、向上を目的とし、個別の識別、
特定ができないように加工した統計資料としたうえで、「ａｕ
ＩＤ」を発行しているＫＤＤＩ株式会社へ提供するものとしま
す。

第１１条（解約）
加入者は、ケーブルプラスＳＴＢサービスを解約しようとする
場合、解約を希望する日の１４日前に当社にその旨を申し出る
ものとします。
２　加入者は解約の場合、第７条の規定による利用料を含む全
ての料金（解約月の月額利用料も含む）を当該解約の日の属す
る月の翌月末までに精算するものとします。

第１１条（解約）
加入者は、ケーブルプラスＳＴＢサービスを解約しようとする
場合、解約を希望する日の１４日前に当社にその旨を申し出る
ものとします。
２．加入者は解約の場合、第７条（ケーブルプラスＳＴＢサー
ビスの料金）の規定による利用料を含むすべての料金（解約月
の月額利用料も含みます。）を当該解約の日の属する月の翌月
末までに精算するものとします。

附則
（施行期日）
この改正規定は、２０２３年６月１日より施行します。

附則
（施行期日）
この改正規定は、２０２３年１２月１日より施行します。
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